
（３）通学路交通安全対策について 

 ≪平成２９年度に実施した通学路交通安全対策≫ 

 場 所 要 望 内 容 対策内容 

１ 
和戸１丁目６番地 

（和戸駅前交差点） 

現場は車の交通量が多いが、信号がない交差点である。登下校時には

交通指導当番が立っていますが交通安全対策をお願いしたい。 

                      【須賀小学校】 

■車両への注意喚起として、「学童横断

注意」標示看板の設置 

■通学路部分を確保するため、横断歩

道周りにポストコーン２本を設置 

２ 

国納３０８－１ 

（ エクレール久喜・宮代

マンション前姥ｹ谷落し） 

エクレール前の道路は久喜市への抜け道となっている。スピードを出

して通る車両があり危険である。エクレール付近はカーブとなっている

ため危険である。電柱があり車道側を歩行しなければならない箇所もあ

り危険である。 

このことから、道路沿いの姥ｹ谷落し、通学路のための歩道の設置を

お願いしたい。                  【須賀小学校】 

■排水路上に蓋掛けしての歩道の設置

はできないため、代替対策として通学

路脇に６箇所に「通学路につき注意徐

行」標示看板の設置 

３ 
和戸２丁目５－１ 

（和戸公民館前） 

和戸郵便局から和戸駅方面へ走行する車の中には和戸公民館前がカ

ーブで見通しが悪いのにもかかわらず、減速しない車両があり危険であ

る。学童が通っていることを通行車両にわかるよう対策をお願いした

い。                       【須賀小学校】 

■道路両サイドに菱形ドット線を設け

ることにより、視覚的に道路幅を狭く

し、車両の減速を促します。 

４ 
西粂原１３１８付近

（稲山音楽教室付近） 

現場はＴ字路の交差点ですが安全確認なく、減速もしないで通り抜け

る車両・自転車があり、危険である。注意喚起看板等の設置をお願いし

たい。                      【須賀小学校】 

■車両への注意喚起として、Ｔ字路正

面に「通学路につき注意徐行」標示看

板の設置 

 

  

議題３

２ 

― ２ ― 



 場 所 要 望 内 容 対策内容 

５ 
西原５１５付近 

（トクホン付近） 

現場は道路幅員が狭く、車両交通量が多いことから、余裕のある歩道の

設置をお願いしたい。 

【百間小学校】 

■車両への注意喚起として、「通学路

につき注意徐行」標示看板の設置 

 

６ 

宮代１丁目２１５

－１先交差点 

（コメヤコーポ前） 

登下校時、車の往来が多く、通学する児童にとって危険な状態である。

「学童横断注意」などの標示の設置をお願いしたい。 

                        【東小学校】 

■車両への注意喚起として、「学童横

断注意」標示看板の設置 

■巻き込み防止のための外側線設置 

 

― ３ ― 


